
 

 

 

 

 

令和７年度 

小平町職員【消防職】採用試験案内 

（随時採用） 
 

 

 

 

 

【採 用 区 分】 消防職 

【採用予定 日】 合格者の希望による（最長で令和８年５月３１日までの間） 

【採用予定人員】 若干名 

【勤 務 場 所】 留萌消防組合小平消防署 

【申込受付期間】 令和７年１０月１日(水)から令和８年３月３１日（火）まで 

（採用予定人員に達した時点で募集を締め切る場合があります） 

【試 験 日】 随時、受験者と日程調整し決定する 

【試 験 会 場】 小平町役場（面接試験） 

         留萌消防組合小平消防署（適性検査・体力検査） 

 

 

 

 

 

 

 

小平町 

留萌消防組合小平消防署 
 

 



１．受験資格 

資 格 

・学校教育法に基づく高等学校以上を卒業又は卒業見込みの方 

・普通自動車運転免許を有する方又は取得見込みの方（ＡＴ限定免許の場

合は採用後１年以内に限定解除すること） 

・大型自動車運転免許を有していない方は、採用後３年以内に自己負担で

同免許を取得できる方 

年 齢 ・令和８年４月１日現在、４０歳までの方 

身 体 

・健康状態が良好で次の条件を満たしている方 

視 力：両眼で０.７以上（矯正視力を含む）、かつ一眼でそれぞれ 

０.３以上である方 

色 覚：赤色、青色及び黄色の色彩が識別できること 

 聴 力：左右正常であること 

居 住 ・採用となった場合、小平町内に居住できる方 

※受験できない方 

日本国籍を有しない方及び地方公務員法第１６条の次の各号に該当する方は受験できません 

（１）拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

（２）小平町の職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

（３）日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し 

   又はこれに加入した者 

 

 

２．試験内容 

面 接 試 験 口頭試問及び申込書等の書面審査 

適 性 検 査 公務員としての適性に関する択一検査 

体 力 検 査 基礎体力検査（懸垂、反復横とび、腕立て伏せ、腹筋） 

 

 

３．試験日のスケジュール 

１３時００分～１３時２０分 
留萌消防組合小平消防署にて受付 

※受付後、小平町役場へ移動（係員が送迎いたします） 

１３時３０分～ 
面接試験 

※終了後、留萌消防組合小平消防署へ移動(係員が送迎いたします) 

１４時３０分～１５時３０分 
適性検査 
※鉛筆又はシャープペンシル・消しゴムを持参してください 

１５時３０分～１６時３０分 
体力検査（着替え・準備運動を含む） 
※運動着・運動靴を持参してください 

採用試験終了 解  散 

※試験時間は前後する可能性があります 

 

 



４．受験の手続 

提出書類 

① 小平町職員採用試験申込書 

※証明写真は、申込前３ヶ月以内に帽子をつけないで上半身を撮ったカ 

ラー写真（縦４cm、横３cm）とし、写真裏面に氏名を記載してから貼 

付してください 

② 履歴書・身上書 

③ 健康診断書 １部 

指定用紙にて医療機関が検査し６ヶ月以内に発行したもの 

※①～③は小平町ホームページよりダウンロードしてください 

④ 普通自動車運転免許証の写し（取得者） １部 

⑤ 卒業証明書（最終学歴のもの）     １部 

  ※在学中の方は成績証明書       １部 

⑥ 救急救命士免許証の写し（取得者）   １部 

申 込 先 

〒０７８-３３０１ 留萌郡小平町字小平町３９７番地の９ 

留萌消防組合小平消防署 

※持参または郵送により提出してください（３月３１日必着） 

そ の 他 
提出書類に記載された電話にご連絡させていただき、試験日を調整いたしま

す。試験日決定後、受験票を郵送いたしますのでご持参ください。 

 

 

５．初任給及びその他の給与 

  小平町職員の給与に関する諸規定に従って支給されます。 

 

 

６．合否結果等 

  合否にかかわらず受験日より概ね２週間程度で郵送により通知いたします。 

※電話での問い合わせに対する回答はいたしません。 

  ※合格資格がないこと、提出書類事項が正しくないことが判明した場合には、合格を 

取り消す場合があります。 

※この試験に関する書類は返却できません。 

 

 

７．問い合わせ先 

留萌消防組合小平消防署 

〒０７８-３３０１ 留萌郡小平町字小平町３９７番地の９ 

  電話０１６４-５６-２２２１ 


